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8-5経営上の重要な契約等 

携帯電話会社との契約 

相手方の名称 主な契約内容 契約日 

「「ｉモード」情報サービス提供者契約」 

ＮＴＴドコモ社に対するコンテンツ提供に関する契約 
1999年 2月17日

株式会社ＮＴＴドコモ 「ｉモードサービスに関する料金代行回収契約」 

提供コンテンツの情報料を、ＮＴＴドコモ社が当社に代わって利用

者より回収することを目的とする契約 

1999年 2月17日

「コンテンツ提供に関する基本契約」 

ボーダフォン社に対するコンテンツ提供に関する契約 
1999年11月29日 

ボーダフォン株式会社 「債権譲渡契約」 

提供コンテンツの情報料金債権を当社よりボーダフォン社に譲渡す

るための契約 

2000年 1月20日 

「ＥＺインターネットにおける情報提供に関する契約」 

ＫＤＤＩ社に対するコンテンツ提供に関する契約 
2000年 2月 1日 

ＫＤＤＩ株式会社 「情報料回収代行サービスに関する契約書」 

提供サービスの情報料を、ＫＤＤＩ社が当社に代わって利用者よ 

り回収することを目的とする契約 

2000年 4月20日 

 

 

その他（合弁会社設立・運営等に関する契約） 

相手方の名称 主な契約内容   契約日 

株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ 

「合弁契約書」 

株式会社ＩＭＡＧＩＣＡと当社の共同出資にて設立した会社「株式

会社ディムーブ」の設立、運営等に関する契約書 

2002年 2月15日 

株式会社ＪＩＭＯＳ 

「事業統合に関する基本合意書」（注） 

ＪＩＭＯＳ社と株式交換及び会社分割の方法により持株会社体制に

移行し、事業統合を行うことに関しての基本事項についての合意書 

2006年 3月14日 

アクシスソフト株式会社 

「業務提携に関する基本契約書」 

アクシスソフト株式会社の株式を当社が取得したことに伴い、モバ

イルコンテンツ及びソリューション事業においての技術開発分野に

関し、包括的な業務提携を実施するための契約書 

2005年 3月23日 

「資本提携契約書」 

株式会社リクルートの出資を弊社が受け入れるにあたっての合意事

項を定めた契約書 

2005年 6月1日 

株式会社リクルート 「業務提携契約書」 

株式会社リクルートが当社の株式を取得することに伴い、FeliCaサ

ービスその他モバイル事業において包括的な業務提携を実施するた

めの契約書 

2005年 6月1日 

株式会社サイバー・コミュ

ニケーションズ／株式会

社オプト 

「合弁会社設立に係る契約書」 

株式会社サイバー・コミュニケーションズおよび株式会社オプトと

の共同出資にて設立した会社「株式会社プラスモバイルコミュニケ

ーションズ」の設立、運営等に関する契約書 

2005年 7月26日 

  （注）当社と株式会社ＪＩＭＯＳは、その後、2006年5月15日付にて「株式交換契約」を締結しております。 
 
9. リスク情報 
以下において、当社の事業上のリスクと考えられる主な事項を記載しております。必ずしも事業上のリスクに

該当しないものについても、投資判断上重要と考えられる事項については積極的に開示しておりますが、当社の

事業リスクを全て網羅するものではないことをご留意下さい。 

 

 

9-1 モバイル・コンテンツ事業に関するリスク 

(1) 外部委託先からの情報提供に依存したコンテンツがあることについて 
当社は外部委託先からの情報提供に依存したコンテンツを有しておりますが、取引条件を含め、情報提

供先との関係が必ずしも現状通りに保たれるという保証はありません。 

(2) 特定取引先への依存について 
当社はＮＴＴドコモのｉモード、ＫＤＤＩのＥＺｗｅｂ、ボーダフォンのボーダフォンライブ！に複数

コンテンツを提供しておりますが、現状ではＮＴＴドコモに対する売上が、他移動体通信事業者に対する

ものよりも高くなっております。従いまして、移動体通信事業者、特にＮＴＴドコモの方針変更または事
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業動向によって、当社の事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可能性があります。 

連結総売上高に占める各移動体通信事業者の売上比率は、以下の通りであります。 

 

移動体通信事業者等 
2005年3月期

第4四半期 

2006年3月期

第1四半期 

2006年3月期

第2四半期 

2006年3月期 

第3四半期 

2006年3月期

第4四半期 

ＮＴＴドコモ 44.4% 44.8% 42.2% 40.4% 38.2% 

ＫＤＤＩ 11.6% 12.1% 11.8% 11.5% 10.8% 

ボーダフォン 10.9% 10.6% 9.8% 9.2% 7.9% 

その他事業者 33.1% 32.5% 36.2% 38.9% 43.1% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

(3) コンテンツの陳腐化について 
当社が提供するコンテンツは、技術革新や消費者嗜好の変化の影響を受けるため、必ずしもライフサイ

クルが長いとは言えず、投下資本を回収できない可能性があります。 

(4) 人気コンテンツへの依存について 
当社は、複数の有料コンテンツを提供しておりますが、一部のコンテンツに人気が集中する傾向があり

ます。これらの人気コンテンツに不具合が生じたり、競争環境に変化が生じたりした場合は、会員数の減

少等の要因により、当社の事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可能性があります。 

 

9-2 その他の事業に関するリスク 

(1) マーケティング・ソリューション事業 
競合他社や関連事業者の参入、あるいは市場の急激な変化や成長の不確実性により、当該事業において

予想していた売上及び利益が計上できない可能性があります。 

(2) 海外事業 
海外進出対象国における経済、政治、法律、文化、ビジネス慣習、競合企業の存在、為替、その他様々

なカントリーリスク等によって、当社の事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可能性があります。 

また、事前調査の予想を越える事象が発生した場合には、当該投資が想定通り回収できず、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

(3) Ｅコマース、広告事業等の新規事業の立ち上げに伴うリスク 

当社は充分な検証を行った上で新規事業に対する投資の意思決定を行っておりますが、市場環境の変化

や不測の事態により、当初予定していた投資回収を実現できない可能性があります。また、新規事業の立

ち上げには一時的に追加の人材採用、研究開発、設備投資等が発生し利益の圧迫要因となる可能性があり

ます。 

 

9-3 財政状態及び経営成績に関するリスク 

(1) 当社や業界の歴史が浅いことについて 
当社は社歴も浅く、またモバイル・インターネット・ビジネス業界自体の歴史も浅いため、当社のビジ

ネスモデルはいまだ発展途上にあります。従いまして、当社が想定する収益の見通しに相違が生じる可能

性があるほか、現在当社が予想していない支出や投融資が発生する可能性があります。 

(2) 財務計画及び四半期業績の変動について 
当社が属するモバイル・インターネット・ビジネス業界は、事業環境の変化が激しく、当社の事業規模

も小規模であることから、四半期ごとに業績が大きく変動する可能性があります。また、当社の経営方針

の変更等により当初予定していたとおりにキャッシュ・フローを生まない場合、以降の経営に悪影響が及

ぶ可能性があります。 
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9-4投融資に関するリスク 

当社はモバイル・インターネットを軸としたビジネス展開を行っていく方針であり、その実現のために設備

投資、子会社設立、合弁事業の展開、買収等について国内外を問わず行うことが考えられます。既存の投融資

先についても、様々なリスク要因があり、当該投融資が当社の業績に与える影響を確実に予想することは困難

であり、投融資額を回収できない可能性があります。 

 

  当社の主な投資先は以下のとおりです。                                      （2006年3月31日現在） 

サイバードの出資 

会 社 名 所在地 事業内容 
当社投資額

（百万円）

当社融資額

(百万円)
持株数 

（株) 

出資比率

(％) 

ギガフロップス株式会社 東京都港区 情報処理関連 80  50 1,150 100.00

CYB INVESTMENT INC. 米国デラウェア州 海外投資関連 1 4,807 10,000 100.00

Airborne Entertainment Inc. カナダケベック州 情報処理関連 6,534 - 12,046,912 
85.00

(85.00)

株式会社プラスモバイルコミュニケーションズ 東京都港区 広告企画関連 60 - 1,200 60.00

アクシスソフト株式会社 東京都豊島区 情報処理関連 575 - 1,644 40.81

株式会社ディムーブ 東京都品川区 情報処理関連 38 - 775 48.74 

株式会社JIMOS 福岡県福岡市 通信販売関連 3,121 - 12,381 20.13

(注) 1. CYB INVESTMENT INC.に対する当社投資額は、US$10,000.00 であり、出資時の送金レート@109.14 円にて換算し

ております。 

   2. Airborne Entertainment Inc.に対する投資額は、US$60,000,000.00 であり、2005 年 6 月 30 日現在の仲値レー

ト@110.63 円にて換算しております。なお、株式取得対価の支払は、米国現地法人CYB INVESTMENT INC.を通じ、

2005年6月US$40,000,000.00、2006年6月にUS$20,000,000.00と段階的に支払う契約としております。 

3.「サイバードの出資比率（％）」の（ ）内は、間接所有割合を内数で記載しております。 

4.「サイバードの出資比率（％）」につきましては、2005年12月31日現在の株式会社JIMOSの発行済株式数 

（61,520株）に対し、2006年3月31日現在の所有株式数（12,381株）の比率を記載しております。 

 

9-5子会社・関連会社との関係におけるリスク 

Airborne Entertainment Inc.、株式会社プラスモバイルコミュニケーションズ、アクシスソフト株式会社、

株式会社ディムーブ、及び株式会社 JIMOS 等は、当社の 100％出資会社ではなく、当社との間で利益相反や利害

の不一致が起こり、管理上の問題に発展する可能性があります。 

 

9-6競合に関するリスク 

(1) モバイル・コンテンツ事業での競合について 
競合事業者との競争により当社のシェアが失われ、あるいは価格競争による単価の下落により、財政状

態及び経営成績等が悪影響を受ける可能性があります。 

(2) マーケティング・ソリューション事業での競合について 
当該事業分野でも他事業者との競争が激化しつつあり、競合の状況によっては、当社の事業計画に重大

な影響を及ぼす可能性があります。また、当社の業務委託先や顧客自身が同事業に参入し、当社と競合す

る可能性は否定出来ません。 

当社の競合として考えられる代表的な企業は以下の通りです。  

競 合 分 野 企  業  名 

モバイル・コンテンツ事業 ㈱インデックス、㈱エクシング、㈱エムティーアイ、㈱三愛・ギガネット

ワークスカンパニー、コナミ㈱、㈱ザッパラス、㈱ジー・モード、ジグノ

システムジャパン㈱、㈱タイトー、㈱第一興商、㈱ドワンゴ、㈱ナムコ、

日本エンタープライズ㈱、㈱ハドソン、バンダイネットワークス㈱、㈱フ

ェイス、㈱フォーサイド・ドット・コム、ヤマハ㈱、エキサイト㈱ 

マーケティング・ソリューション事業 ㈱メディアシーク、㈱インデックス、インフォコム㈱、楽天㈱、ヤフー㈱

㈱トーセ、㈱コネクトテクノロジー 

Ｅコマース事業 ㈱ネットプライス、㈱ゼイヴェル 

広告事業 ㈱シーエー・モバイル 

 

9-7技術対応の遅れに関するリスク 

進歩の早いモバイル・インターネット・ビジネス業界では、市場の求める技術の適時投入が不可欠であり、

対応の遅れによっては当社事業が悪影響を受ける可能性があります。 
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9-8システムダウンに関するリスク 

当社の事業は、ネットワークを通じてユーザーに24時間体制でサービスを提供しておりますが、自然災害や

不慮の事故によりデータセンター等で障害が発生した場合には、当社サービスを提供することが困難となり、

当社だけでなくユーザーや移動体通信事業者に対してさまざまな損害をもたらすことになります。 

また、ウイルスを用いた侵害行為や、当社の管理し得ないシステム障害が発生する可能性も否定できません。 

 

9-9規制に関わるリスク 

ＩＴ基本法等、事業者を規制対象とする現行法令・条例の適用と新法令・新条例の制定の状況によっては事

業活動範囲が狭まることや監督官庁の監視、検査が厳しくなることが考えられます。また、事業者間における

自主的なルール等が、当社の事業計画を阻害する可能性があります。その結果、現在提供しているサービスの

低下を招くことにより、当社事業や業績において悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

9-10 事業体制に関わるリスク 

(1) 特定人物への依存について 
代表取締役会長堀 主知ロバートを始めとする経営陣は、各事業分野において重要な役割を果たしており

ます。これら役員が業務執行できない事態となった場合、当社の業績が悪影響を受ける可能性があります。 

(2) 組織の成長について 
当社では、市場拡大とそれに伴う事業拡大に応じて人的・組織的または物的な体制の拡充を図ってまい

りますが、これらを必要な時に適時確保できる保証はありません。逆に人的・組織的増強ができた場合で

も、人員確保に伴う費用が増加して収益性の悪化を招き、経営成績が悪影響を受ける可能性があります。 

 

9-11 知的財産権に関するリスク 

当社が使用する多種多様のプログラムは、インターネット上で無償配布されている基礎技術を改良もしくは

組み合わせて応用することにより当社で独自開発しておりますが、場合によっては第三者の知的所有権を侵害

する可能性があります。 

また、特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知的所有権が、当社事業においてどのように適用されるか

想定するのは困難であり、今後当社の事業分野における第三者の特許等が成立した場合、また当社事業分野に

おいて認識していない特許等が既に成立している場合、当該第三者より損害賠償及び使用差止め等の訴えを起

こされる可能性、並びに当該特許に関する対価（ロイヤリティ）の支払等が発生する可能性があります。この

結果、当社ビジネスの停止、もしくは業績に悪影響を与える可能性があります。 

 

9-12 訴訟等に関するリスク 

当社はこれまで当社の事業に関連した訴訟を受けたことはなく、法的危機管理に対処する体制を社内に整え

ておりますが、事業の性格上、訴訟を受ける可能性があります。訴訟の内容及び金額によっては当社の経営に

影響を及ぼす可能性があります。下記はその一例です。 

・ モバイル・コンテンツ事業において、当社もしくは移動体通信事業者側のサーバー・ダウン等により

ユーザーまたは移動体通信事業者に損失をもたらした場合 

・ モバイル・コマース・サイトにおいて、取引上のトラブルが発生した場合 

・ 受託開発、コンサルティング、キャンペーンサポートなどの事業において、弊社の責による納期遅延、

システムの不具合等により、顧客に損失をもたらした場合 

・ 個人情報管理の不徹底により、ユーザー情報が流出したり、またその流出した情報が悪用された場合 

 

9-13 その他 

(1) 株式価値の希薄化について 
当社は過去に商法第280条の20ならびに商法第280条の21に基づく新株引受権及び新株予約権の付与

及び発行に関する株主総会決議を行いましたが、それらの権利が行使された場合、株式価値の希薄化が起

こり、当社株価に影響が出る可能性があります。 

(2) 価格の変動について 
当社株式は発行数が少なく、流動性は必ずしも高いとは言えません。従いまして、株価変動リスクが相

対的に高く、株価の大幅な変動が当社の財務活動に何らかの影響を与える可能性があります。 
(3) ディスクロージャーについて 
社内情報伝達の遅れなどにより、重要情報の適時開示ができない可能性があります。その場合、株式の

売買停止など、何らかの処分を受ける可能性があります。 
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■本件に関するお問合せ■ 

株式会社サイバード 広報ＩＲ室ＩＲグループ 

〒106-6161 東京都港区六本木六丁目１０番１号 

TEL: 03-5785-6111        FAX: 03-5785-9321 

ホームページ: http://www.cybird.co.jp/investor/ 

 E-mail: ircontact@cybird.co.jp 

                                              
著作権その他の権利について 

本資料に掲載された全ての内容に関する著作権その他の権利は、当社に帰属するかまたは当社が許諾を受け使用するものです。 従って、本資

料の掲載内容全部または一部につき、当社の事前承諾なく、私的利用その他法律によって認められている範囲を超えて、複製、改変、転用、

掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等することを禁止します。 

商標について 

本資料上で使用される商標「CYBIRD」またはその他の製品・サービス名は、当社または当社の関連会社が所有し、またはライセンスその他の

正当な権限にもとづき使用する商標又は登録商標です。その他の会社名及び製品名は、各社の商号、登録商標又は商標です。これらを無断で

使用することを禁止します。 

掲載情報について 

本資料には、本資料公開時以前に入手した情報から当社経営者の判断に基づいた将来の見通しに関する情報が含まれており、それらは不確実

性の点で様々なリスクを含んでいます。リスクについては積極的な情報開示を心がけておりますが、全てのリスクを開示するものではありま

せん。さらに将来における実際の業績は、経済情勢・技術革新・競争環境などの変化により、見通しとは大きく異なる結果となる場合があり

ますので、投資に関する決定は本資料閲覧者の判断と責任において行われるようお願いいたします。 

インサイダー取引規制との関係について 

インサイダー取引について2004年2月1日より証券取引法第30条の改正に伴い、適時開示情報伝達システム(以下、「TDnet」という。）によって会

社情報を公表した場合には経過時間(12時間)を要しないこととなりました。但し、TDnet障害時又はTDnetを介さない公表の場合には、引き続き12

時間が経過する以前に本資料を閲覧し重要事実を入手した方は、インサイダー取引規制に関する「第一次情報受領者」とされる可能性があります。

「第一次情報受領者」は公表時点までの間に当社の株券等の売買を行うことは禁止されますのでご注意ください。 

 


